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     墨田区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の 

     基準に関する条例（案）概要 

 

１ 趣旨（第1条） 

  介護保険法の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準について定める。 

 

２ 指定地域密着型サービスの事業の基準（第３条） 

  指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、この条例に

定めるもののほか、厚生労働省令に定めるとおりとする。 

 

３ 指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準（第４条） 
  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、こ

の条例に定めるもののほか、厚生労働省令に定めるとおりとする。 

 

４ 小規模特別養護老人ホームの入所定員（第５条） 

  入所定員は、２９人以下とする。 

 

５ 指定地域密着型サービス事業等の申請者の資格（第６条） 

  指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の

資格は、法人とする。 

 

６ 認知症対応型グループホームの共同生活住居の数（第７条） 

  指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業所の共同生活住居の数は、３以下とする。 

 

７ 小規模特別養護老人ホームの居室の基準（第８条第１号） 

  １の居室の定員は原則として１人とし、サービスの提供上必要と認められる場合は

４人以下とすることができる等、居室の基準について定める。 
 

８ ユニット型小規模特別養護老人ホームの居室の基準（第９条第２号） 

  居室は、いずれかのユニットに属するものとし、１のユニットの入居定員を１２人

以下とする等、居室の基準について定める。 

 

９ 区域外にある事業所に係る指定基準の特例（第１０条） 
  指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の申請に係

る事業所が墨田区の区域の外にある場合は、当該事業所が所在する市町村（特別区を

含む。）の定める基準を墨田区の基準とみなして、事業者の指定を行うことができる。 
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